
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  源泉所得税の納期の特例                  

Ｑ：源泉所得税の「納期の特例」とは、ど

ういう制度ですか？                                    

                                              

Ａ：源泉所得税及び復興特別所得税の納付

が年に２回で済むという特例です。一定規模

の法人に認められています。 

【解説】 

「納期の特例」とは、給与等の支払人員が

常時10人未満である源泉徴収義務者に限り認

められている制度で、この納期の特例の承認

を受けると給与等や退職手当等、一定の報酬

等(給与等)から徴収した源泉所得税及び復興

特別所得税を次のように年２回にまとめて納

付することができるようになります。ただし、

この制度を受けるには、所轄の税務署長宛に

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出

書を提出して、承認を受けなければなりませ

ん。 

・１月分から６月分･･･７月10日 

・７月分から12月分･･･翌年１月20日 

この場合、「給与等の支払を受ける者が常

時10人未満」かどうかは、給与等の支払を受

ける者の数が平常の状態において10人未満か

どうかで判定します。 

なお、納期の特例の承認を受けていない源

泉徴収義務者が12月に源泉徴収した源泉所得

税及び復興特別所得税の納期限は、翌年の１

月10日ですので、間違いのないようにしてく

ださい。 
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